
定款第4条　（目的）

定款第5条6号（①～②） 会員の相互扶助及び交流に関する事業
定款第5条7号（①） 関係団体との連絡調整
定款第5条8号（①～④） その他、前条の目的を達成するために必要な事業

※理事会は、毎月第2金曜日午後開催

総務委員会 総務委員会　年間事業フレーム
委員長　   金野　誠史 作成・改定日

２０２４年 ２０２５年
事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-6）会員の相互扶助及び交流に関する事業

上程スケジュール（理事会） 協議 忘年会審議 交歓会審議 交歓会審議

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-6）会員の相互扶助及び交流に関する事業

上程スケジュール（理事会）

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-6）会員の相互扶助及び交流に関する事業

上程スケジュール（理事会） ※総務委員会からは上程しない

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-7）関係団体との連絡調整

上程スケジュール（理事会）

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-8）その他、前条の目的を達成するためrに必要な事業

上程スケジュール（理事会） 協議

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-8）その他、前条の目的を達成するためrに必要な事業

上程スケジュール（理事会）

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-8）その他、前条の目的を達成するためrに必要な事業

上程スケジュール（理事会）

事業名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
（5-8）その他、前条の目的を達成するためrに必要な事業

上程スケジュール（理事会）

※原則毎月第2金曜日１５時に開催（別紙開催予定表の通り）

　建築物おける衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に関する専門的な知識の普及と技術の向上により、ビルメンテナンス
業界の資的向上を図り、多数の者が使用し、または利用する建築物における衛生的な環境の確保を期するとともに、地域環境美化等に取り組む
ことによって、公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的に、公益事業を主体として、次のとおり事業計画を策定し積極的に取り組むこととする。

新年賀詞交
歓会次第等
最終確認

委員会忘年
会実施・次
回会場予約

新年賀詞交
歓会実施・
次回会場予

約

2024/3/29

①新年賀詞交換会及び委員会合同忘年会を開催

②会員相互の交流を促進するため、催し物を実施する

委員会合同忘年会・新年
賀詞交歓会（協議）案内
文及び予算含む料理等

決定

実施（以前開催していたボーリング大会を代替案・廃止を含めた見直しを行う）⇒当面中止とします

実施（現状、労働安全委
員会で協議して実施して

いる）

※セミナー等外部から参加等の案内がある都度、事務局より情報提供して役員会・理事会で協議・審議実施する①先進的な境界、建築物関連業界行政機関及び所諸団
体が開催するセミナーやシンポジウム等の参加や交流公

③職員表彰、無災害企業表彰等の各種顕彰事業を
実施する

＊委員会は基本月１回実施でその事業の上程進行具合で次第を作成し実施する。

※原則２年に１回、理事改選後に委員会メンバー募集を実施（6月から７月理事会まで）

総会実施・
次回会場予

約

審議

参加人数確
定・料理発

注

※必要に応じファックスなどの案内により実施④会員企業に協会事業の諸活動に多く参加しても
らうための募集活動を実施する

②定例理事会（臨時理事会）を毎月１回開催する

③会員募集を行う非会員の加入促進を図る、国や
県市等に発言・発信力を高める

案内文及び
スケジュー
ル等確認①定時総会を5月に開催する


